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*総務省

・統計トピックスNo.51　我が国のこどもの数-「こどもの日」にちなんで-（「人口推計」から）（5月2日）
総務省統計局が、5月5日の「こどもの日」にちなんで、平成23年4月1日現在におけるこどもの数（15歳未満人口）推計を発表しました。
要約
１．こどもの数は1693万人、30年連続の減少 

２．こどもの割合は13.2％、37年連続の低下 

３．こどもの割合は諸外国と比べ最低水準 

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/topics/topi510.htm
＊警察庁

・平成22年の犯罪情勢（5月12日）

http://www.npa.go.jp/toukei/seianki/h22_hanzaizyousei.pdf
・犯罪統計資料（平成23年1月～4月）(5月13日)

http://www.npa.go.jp/toukei/keiji35/hanzai2011.htm
＊読売新聞

・来月は、いじめ撲滅月間　さいたま市教委（5月25日）
ポスター、手引で啓発

　いじめの認知件数が毎年６月に増えることから、さいたま市教育委員会は６月を「いじめ撲滅強化月間」に指定し、集中的な取り組みに乗り出す。

　具体的には、学級でいじめ撲滅のスローガンを考え、「これって、いじめ？」と書かれた啓発ポスター＝写真＝とともに教室に掲示し、いじめ防止の雰囲気をつくる。生徒会が主体となるキャンペーンを実施したり、ＰＴＡ広報誌で子どもたちの取り組みを保護者や地域住民に発信したりする。

　全校の学級担任には、「教科書に落書きする」「上履きを隠す」など実例をもとにしたいじめ対応の手引を配布。「いじめは見ようとしなければ見えない」と注意を促し、「児童生徒間の人間関係や力関係の把握」など早期発見に向けた対応、教員同士あるいは保護者とも連携した組織的な解決――を指示する。

　市教委によると、いじめは進級後しばらくして学級内での力関係がはっきりした頃や、夏休みが終わってストレスがたまった頃に顕在化する傾向があるという。市立小中学校全１５９校で過去４年間に認知したいじめの件数は、６月が計１８２件で最も多く、次いで１１月１７１件、５月１６４件、１０月１５８件などとなっている。桐淵博教育長は「ケンカやトラブルは必ずある。ただ、その鬱憤(うっぷん)を卑怯(ひきょう)な手段に訴えるのは許されない」と、いじめが起きない学校づくりの重要性を強調している。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saitama/news/20110524-OYT8T01290.htm
・虐待防止で神経を最長2年停止・・・・・改正民法が成立（5月27日）
父母らによる児童虐待の防止を目的に、親権を最長２年間、停止できる制度の導入を柱とした改正民法、改正児童福祉法が２７日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立した。
　政府は来年４月の施行を目指す。

　親権の一時停止は改正民法で規定。家庭裁判所の判断で２年以内の期間を定め、父母に命じられるようにした。親の状況などを考慮し、停止期間の延長も認める。

　現行の民法には、家裁の決定で親権を無期限に剥奪することができる「親権喪失」の制度がある。しかし、現状では「親子関係への影響が大き過ぎる」としてほとんど活用されていないため、期間限定の制度の導入で子どもの安全確保を目指した。また、改正民法では、未成年者の後見人を確保しやすくするため、児童養護施設などを運営する法人や複数人で親権を持つことも可能にした。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110527-OYT1T00400.htm
＊朝日新聞
・子どもの数３０年連続減少　人口割合１３．２％過去最低（5月2日）
総務省は２日、全国の子どもの数（１５歳未満）が４月１日現在の推計で、１年前から９万人減の１６９３万人になったと発表した。３０年連続の減少で、過去最低を更新した。総人口１億２７９７万人のうち子どもが占める割合は３７年連続で低下し、過去最低の１３．２％となった。 
　こどもの日を前に国勢調査やその後の動向から推計した。東日本大震災の影響は反映していない。男女別では男子が８６８万人、女子が８２５万人。年齢別では１２～１４歳が３５９万人、９～１１歳が３５２万人、６～８歳が３３２万人、３～５歳が３２４万人、０～２歳が３２５万人だった。 

　子どもの割合は１９５０年には総人口の３分の１を超えていたが、その後は第２次ベビーブーム（７１～７４年）でわずかに上昇した以外は低下が続く。９７年には初めて６５歳以上の高齢者人口の割合を下回り、今回の推計では高齢者の割合（２３．２％）を１０ポイント下回った。

http://www.asahi.com/national/update/0502/TKY201105020321.html 

　子どもの割合は新興国では２０～４０％台が一般的。主要国でもドイツは１３．５％、韓国１６．２％、中国１８．５％、米国２０．１％で、日本は世界的にみても最低水準にある。（岡林佐和） 

・災害ストレス　人に話して緊張ほぐそう－体とこころの通信簿（5月12日）
「弱音や体調不良を口にする人はいい。だけど、がまんしてストレスを感じている人が多いのではないか」。東日本大震災で避難生活を送るお年寄りに、入浴を提供する福島県内の介護施設職員はこう感じている。 
　だからといって、すぐ心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）と結びつけられるのか。東京都医学総合研究所の飛鳥井望副所長（精神科医）は、「二段階で考えるべきだ」という。例えば、ＪＲ宝塚線脱線事故のような大きな出来事にさらされると、「７～８割の人がストレス反応を起こす」という。これが災害ストレスだ。 

　▽眠れない▽気持ちがこみ上げて涙もろくなる▽繰り返し被災した時の状況が浮かび上がって気持ちが悪くなる▽イライラする▽物事に集中できない▽物音とかちょっとしたことにビクッとする 

　ただ、これは人間として正常な反応だ。「センサーが敏感になった火災報知機であり、過敏になって、それを体の中に抱え込んだ状態だ」（飛鳥井医師）。災害ストレス反応は、大部分の人は専門的なケアがなくても、本人の回復力や周囲の人のケアで、数週間から数カ月で回復するといわれる。 

　　　　◇ 

　ポイントは、▽安全安心な場所で十分な休養をとる▽適度に体を動かす（気分転換）▽家族や周囲の人たちが声を掛け合う（精神的に孤立しない、させない）▽信頼できる人に思いを話す（緊張をほぐす）、ことを心がけることだ。東日本大震災では、コミュニティーを維持できるように仮設住宅を建てる、と言われている。個人の回復とコミュニティーの回復は循環していくからだ。 

　ただ、「眠れない」「不安」で日常生活が送れないようなら、医師や保健師に相談した方がいい。カウンセリングを受けて気分が楽になり、「非常事態モード」から「日常モード」に切り替われる人もいる。ただ、一部の人はＰＴＳＤと診断される。数カ月、１年たっても、フラッシュバックや緊張感がとれない人は、専門医に診てもらう方がいい。 

　　　　◇ 

　心のケア――。こういって押しつけになってはいけない。また、今回の震災は、仮設住宅に落ち着くまで、２次避難、３次避難と避難先を転々とする人が多い。保健師や精神科医ら、同じ人がずっとみていられないケースも少なくない。 

　兵庫県こころのケアセンターで阪神大震災の被災者のメンタルヘルスケアに従事した経験を持つ、岩井圭司・兵庫教育大学大学院教授（精神科医）は、「日本人に『あなたの身の回りに心のケアが必要な人はいませんか』といっても食いつきにくい。御用聞きのように、上手に被災者のニーズを聞き出す中で、把握していくことが大事だ」と指摘する。

http://www.asahi.com/health/tsuushinbo/TKY201105110272.html
＊産経新聞
・【主張】ハーグ条約　親権制度の違い配慮を（5月20日）
　国際結婚が破綻した際の子供の国外連れ去りに対処する「ハーグ条約」への加盟を、政府が正式表明することになった。国内法を整備する方針を２０日に閣議了解する。
　この条約は、一方の親が子供を無断で国外に連れ去った場合、加盟国は子供を捜して元の居住国に戻す義務を負う。ただ日本の場合、外国人の夫の家庭内暴力から逃れ子供を連れ帰る女性の例がほとんどで、加盟によって生じる課題は少なくない。国会などでの慎重な議論が必要だ。

　条約は、１９８０年にオランダ・ハーグの国際私法に関する会議で締結され、欧米を中心に８４カ国が加盟している。

　日本の民法では離婚後、一方の親が親権を持つ単独親権制度をとっているのに対し、欧米は両親ともに親権を持つ共同親権の国が多い。両親と自由に面会できることが子供のためになるという考え方が強く、ハーグ条約も国境を隔て子供が親と会えなくなることを避ける目的でつくられた。

　国際結婚が増えるにつれ、子供をめぐるトラブルが事件に発展する例も出ている。２年前には日本から子供を連れ帰ろうとした外国人男性が福岡県警に誘拐容疑で逮捕される事件が起きた。一方、米国から子供を連れて日本に帰った女性が「誘拐犯」として米連邦捜査局（ＦＢＩ）から指名手配される事態も発生している。

　問題は夫の暴力などから逃れて日本に帰ったケースだ。条約では子供に肉体的、精神的な危害が及ぶ場合、引き渡しを拒める規定があり、母親に夫からの暴力があった場合にも適用される。政府には国民の安全を守る義務があり、この点の保障が必要だ。

　加盟国のスイスでは子供を戻した後、先方に養育能力がない事案が発覚して社会問題化し、返還拒否の要件を明確化するなど国内法を改正する問題が起きた。

　加盟は米国やフランスなどから強く求められていた。だが日本国内では親権制度になじむかどうかを含めて、加盟慎重論が根強かった。菅直人首相はフランスの主要国首脳会議（Ｇ８）で加盟方針を表明するというが、議論が尽くされておらず唐突感は否めない。

　政府は外国人を配偶者に持つ人への意識調査などを広く行ったのか。国民への説明が欠けている。家族に関わる問題が政治の都合で左右されてはなるまい。

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110520/plc11052003420003-n1.htm
・親権、最長2年停止　虐待防止へ民法改正（5月28日）
親の虐待から子供を守るため、親権を最長２年間停止する制度の新設を柱とした民法等改正案が２７日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。来年４月に施行される予定。病気の子供に治療を受けさせない医療ネグレクト（放棄）や、入所施設からの連れ戻しなどを想定。親権を抑制し、虐待に迅速、柔軟に対処できるよう強化する。
　改正前の親権喪失制度は、期限を定めずに親権を奪うため親子関係への影響が大きく、申し立てをためらうケースがあると指摘されていた。今回の制度は、親族や検察官らのほか、子供本人や未成年後見人も家庭裁判所に申し立てることを可能とし、認められれば最長２年間親権が停止される。状況が改善されれば、親や親族は親権停止の取り消し請求ができるが、改善されなければ延長も可能。

　子供を保護し、財産を管理する後見人は１人だったが、負担が重いとして法人や複数で務めることを認める。しつけのため親が子供をしかることができる懲戒権は「子の利益のため」との要件を加え、虐待との区別化を図った。

　児童福祉法も改正され、児童相談所長や児童養護施設の施設長らの権限を、緊急の場合は親の意向よりも優先させて、一時保護中や入所中の子供を監護、教育できるとした。

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110528/plc11052810320012-n1.htm
＊共同通信

・「子どもには年１ミリシーベルト適用を」山内神戸大教授（5月24日）
・福島第１原発事故で放射線が検出された福島県内の小中学校について、国が屋外活動制限の可否を判断する目安とした年間の積算放射線量２０ミリシーベルト。「子どもが浴びる線量としては高すぎる」「放射線の専門家でもそこまでの被ばくは少ない」などの研究者の懸念に対し、国は暫定措置であることを理由に譲らない構えだ。「子どもには年１ミリシーベルトを適用すべき」と４度にわたって国に申し入れている神戸大大学院海事科学研究科の山内知也教授（放射線計測学）に聞いた。

（黒川裕生）

　年２０ミリシーベルトは国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が勧告する一般人の限度の２０倍で、事故復旧時の「現存被ばく」の参考レベル上限値だ。

　ＩＣＲＰは３月２１日に公表した見解で「長期的な目標としての参考レベルは、年１ミリシーベルトに低減させることを視野に１～２０ミリシーベルトの範囲から選択することを勧告する」としている。１～２０ミリシーベルトの範囲なら、放射線感受性が大人より高い子どもには、厳しい基準である１ミリシーベルトを選択すべきだ。

　１ミリシーベルトが基準の場合、福島県内の大半の学校が対象になる。

　「学校の休校や疎開が必要になり、子どもが受けるストレスが大きい」と主張する専門家がいるが、この状況下では生命や健康を守ることを優先すべきだ。避難後の生活への不安からとどまっている人も多いだろう。「避難する人には補償する」と国がきちんと示す必要がある。補償の仕組みを明確にした上で、子育て世代を早急に県外に避難させた方がいい。

　現在の世界の放射線防護対策は、広島、長崎の被爆者の健康調査に基づく。

　例えば、１００から２００ミリシーベルト程度の比較的低線量の放射線を一度に浴びた場合、人体にどんな影響があるのか。「よく分からない」が研究者の共通認識だった。しかし米科学アカデミーが２００５年の報告書で「たとえ低線量であっても安全といえない」と指摘している。それまでの概念を覆す内容だが、日本ではこのリポートはほとんど顧みられていない。

　旧ソ連・チェルノブイリ原発事故の影響を調べるため、スウェーデンの学者が同国北部の大規模な疫学調査をした。

　１１４万人を対象にした８年にわたる調査で、セシウム１３７の土壌汚染とがん発症率の間に関連がうかがえた。１平方メートル当たり１００キロベクレルの汚染地帯では、がんの発症率が１１％も高かった。

　国が５月６日に発表した福島県の汚染マップでは、１平方メートル当たり３０００～１万４７００キロベクレルの汚染地帯が帯状に広がり、原発から６０～８０キロ圏でもスウェーデン北部を上回る高濃度の汚染が確認できる。現行の避難計画が適切だとは思えない。あらためて基準や計画の見直しを求めたい。

【セシウム１３７要注意　半減期は３０年】

　山内教授によると、当初被ばく線量が懸念された放射性物質のうち、ヨウ素１３１は半減期が８日と短いため、２カ月が経過した今、注意すべきは半減期が３０年と長いセシウム１３７になっている。

　校庭の土に付着したセシウム１３７から受ける１年目の影響が年２０ミリシーベルトと仮定すると、積算で小学１年生は小学卒業までに１１３ミリシーベルト、中学卒業までに１６４ミリシーベルトを受けることになるという。１６４ミリシーベルトは、胸部ＣＴ検査ならば１０数回分に相当する。

　全体の放射線量が減少傾向にある中、国は「今の値を超えない限り、健康被害はない」として除染を見送っており、モニタリング調査や屋外活動の時間制限を重視する。

　山内教授は子どもの健康の観点から「放射線を教える者として、感受性の高い子どもにこのレベルの線量の被ばくを認めるわけにはいかない」と批判している。

http://www.kobe-np.co.jp/news/kurashi/0004098692.shtml
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